
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（鹿児島県明るい選挙推進協議会だより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２６年４月２７日（日）は忘れずに投票に行きましょう。選挙期日
に仕事，レジャー等で投票できない方は期日前投票を御利用ください。 

   

  

第９号  平成２７年９月１８日 発行 ４月２７日（日）は衆議院鹿児
島県第２区選出議員補欠選挙の
投票日です！ 

 Ｈ２４．７．８に執行された鹿児島県知事選挙の投票率は，前回を4.86ポイント上回る43.85％でした。 

鹿児島県明るい選挙推進協議会事務局 

〒890-8577  

鹿児島市鴨池新町10番1号           
鹿児島県選挙管理委員会内           
TEL：０９９－２８６－２２３７           
FAX：０９９－２８６－５５１７      
mail:senkyo@pref.kagoshima.lg.jp 

選挙の種類 任期滿了日 告示日 選挙期日 

徳之島町議会議員選挙      H26.4.21      H26.3.25      H26.3.30 

出水市長・市議会議員選挙       H26.4.22      H26.4.6                                                                            H26.4.13 

長島町長・町議会議員選挙       H26..4.22      H26.4.8      H26.4.13 

姶良市長・市議会議員選挙       H26.4.24      H26.4.13      H26.4.20 

鹿屋市議会議員選挙       H26.4.30     H26.4.13      H26.4.20 

肝付町議会議員選挙       H26.4.30      H26.4.22      H26.4.27 

天城町長選挙     H26.12.26 未定 未定 

天城町議会議員選挙    H26.12.29 未定 未定 

選挙のめいすいくん↑ 

 平成23年11月5日に鹿児島県議会庁舎会議室において，「大学生と議員との集い」を開催しました。主催は，県内の
大学生及び短大生等で構成する「学生投票率100％をめざす会」。当日は，県議会議員8名と同会会員12名が参加しまし
た。 

  

こたえ：Ａ  Ａ 

Ｃ Ｂ 

 ＢはＨ２３．４．１０に執行された鹿児島県議会議員選挙の投票率で，ＣはＨ２１．８．３０に執行された第   
         

                 ４５回衆議院議員解散総選挙の投票率（全国平均）です。 

 （問合せ先 鹿児島県選挙管理委員会 TEL 099-286-2237） 

 対象区域は， 

 鹿児島市（谷山支所管内，喜入支所管内），指宿市，南九州市（旧頴娃町），
奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町，徳之島町，天城町，伊仙
町，和泊町，知名町，与論町です。 

 去る7月２日，鹿児島大学教育学部の１年生約300名を対象に出前授業を実
施しました。同大学での実施は去年に引き続き２回目。今回は，選挙権年齢が
１８歳に引き下げられることから，２０代の若手職員による進行，若者啓発グ
ループによる投票の呼びかけ等，特に若者を意識した形で実施しました。 
 講話では，選挙は政治に参加する最大の機会であるとし，選挙の意義と住民
票登録の必要を訴え，参加者の意識向上を図りました。 
 アンケートでは，出前授業について89％の学生が「満足」しており，内容
についても「よくわかった」，「だいたいよくわかった」と回答した学生が両
方で96％と高い評価を得ました。選挙については，９３％の学生が「大切」
と思っており，１８歳選挙権についても91％の学生が「知っていた」と回答
するなど，関心の高さがみられました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

◎ 便利な不在者投票制度 ◎  
 ４月の異動等により，他の市町村へ引っ越した方も不在者投票により投票ができ

ます。詳しくは市町村選挙管理委員会へお尋ねください。 

 模擬選挙では「鹿児島県知事選挙」に
見立てて，学生投票率100%をめざす会
の会員が立候補しました。（左上） 
 また，実際の機材を鹿児島市選挙管理
委員会の協力により会場内に設置し，投
票を行いました。（左下） 
 学生代表の方は選挙管理委員会と協
力して開票作業も行いました。（右下） 

  鹿児島県明るい選挙推進協議会は，平成28年度の出前授業実施校を
募集しています。 

  実際の選挙で使用する投票機材を用いた模擬投票体験や選挙管理委
員会による投票方法の説明，選挙講話などを行っています。 

  実施を希望する場合は，県選挙管理委員会まで御連絡ください。 

 

  平成27年6月19日に公職選挙法の一部を改正する法律が成立，公布され，
選挙権年齢が２０歳以上から１８歳以上に引き下げられることになりました。 

  この法律は，公布の日から１年を経過した日から施行され，施行日以後初め
て行われる国政選挙（衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙）公示日以
後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。 

  平成２８年に予定されている参議院議員通常選挙では，この法律が適用され
る見込みです。 

    

公職選挙法の一部改正～18歳選挙権～ 

 地方選挙（国政選挙以外）では，選挙権を有する日本人でも投票できない場
合があります。 
 地方選挙で投票をするには年齢，国籍の要件以外に加えて，引き続き3か月
以上市町村の区域内に住所を有する必要があります。（生活の本拠となって
いなければならない。） 
 この条件を満たして市町村の選挙人名簿に登載されて初めて，地方選挙の
選挙権を得ることができます。 
 さて，ここで学生の皆さんに注意していただきたいことがあります。 
 大学や専門学校に就学するために親元等を離れて暮らしている場合，特別
な理由がない限りは「寮や下宿先など」が学生の『住所』とされています。
（最高裁判所の判例） 
 そのため，寮や下宿先のある市町村へ住民登録をしていない場合は，親元
等の市町村でも寮や下宿先などの市町村においても選挙権を有しないことに
なります。 
 自分の暮らす地域の選挙で投票するために住民票を登録すると，選挙権年
齢に達すれば，その市町村の選挙人名簿に登録されます。必ず住民登録をし
ましょう。 

 

～住所を変更したら，住民登録を！！～ 


